
中華人民共和国専利法改正案（草案）の主要改正照合表 

 

番号 
改正

方式 
現行規定 改正後 ご意見 

１ 改正 

第６条 

所属組織の職務を遂行するた

め又は主として所属組織の物質

的・技術的条件を利用して完成さ

せた発明創造は職務発明創造で

ある。職務発明創造の専利出願権

は当該組織に帰属し、出願が認可

された場合は、当該組織が専利権

者となる。 

 

 

 

第６条 

所属組織の職務を遂行するため

又は主として所属組織の物質的・

技術的条件を利用して完成させた

発明創造は職務発明創造である。

職務発明創造の専利出願権は当該

組織に帰属し、出願が認可された

場合は、当該組織が専利権者とな

る。 

当該組織は、職務発明創造の専利

出願権と専利権に対し法律に基

づいて処分することができ、財産

 



 

 

 

 

 

 

非職務発明創造については、専

利出願権は発明者又は設計者に

帰属し、出願が許可された場合

は、当該発明者又は設計者が専利

権者となる。 

所属組織の物質的・技術的条件

を利用して完成させた発明創造

に関し、組織と発明者又は設計者

とが契約を結び、専利出願権及び

専利権の帰属について定めを行

った場合は、その定めによる。 

権インセンティブを実行し、株、

オプション、配当などの形態で、

発明者又は設計者にイノベーシ

ョン収益を合理的に共有させて、

関連発明創造の実施と運用を促

進することができる。 

非職務発明創造については、専

利出願権は発明者又は設計者に帰

属し、出願が許可された場合は、

当該発明者又は設計者が専利権者

となる。 

所属組織の物質的・技術的条件

を利用して完成させた発明創造に

関し、組織と発明者又は設計者と

が契約を結び、専利出願権及び専

利権の帰属について定めを行った

場合は、その定めによる。 



２ 
新規

追加 

（現行の対応条文がなく、元の第

２０条が後ろへ移行する） 

第２０条 

専利出願する場合、及び専利権

を行使する場合は、信義信頼の原

則を遵守しなければならない。専

利権を濫用して公共利益と他人

の合法的権益を損害し或いは競

争を排除し制限してはならない。 

 

３ 改正 

第２１条 

国務院専利行政部門及びその

専利再審委員会は、客観性、公正

性、正確性及び適時性の要求に従

い、法に基づき関連する専利の出

願及び請求を処理しなければな

らない。 

国務院専利行政部門は、完全、

正確及び適時に専利情報を公開

し、専利公報を定期的に発行しな

第２２条 

国務院専利行政部門及びその専

利再審委員会は、客観性、公正性、

正確性及び適時性の要求に従い、

法に基づき関連する専利の出願及

び請求を処理しなければならな

い。 

 国務院専利行政部門は、専利情

報公共サービス体系の建設を強

化し、専利公報を定期的に出版

 



ければならない。 

 

 

 

 

専利出願が公開又は公告され

るまで、国務院専利行政部門の職

員及び関係者はその内容に対し

て守秘義務を負う。 

し、完全、正確及び適時に専利情

報を公開し、専利情報の基礎的な

データを提供して、専利情報の伝

播と利用を促進しなければなら

ない。 

専利出願が公開又は公告される

まで、国務院専利行政部門の職員

及び関係者はその内容に対して守

秘義務を負う。 

４ 改正 

第２５条 

以下に掲げる各号には、専利権

を付与しない。 

（一） 科学的発見 

（二） 知的活動の規則及び方

法 

（三） 疾病の診断及び治療方

法 

第２６条 

以下に掲げる各号には、専利権

を付与しない。 

（一） 科学的発見 

（二） 知的活動の規則及び方

法 

（三） 疾病の診断及び治療方

法 

 



（四） 動物及び植物の品種 

（五） 原子核変換の方法を用

いて得られる物質 

（六）平面印刷物の図案、色彩

又は両者の組み合わせにより作

成され、主として表示を機能とす

る設計 

前項第四号に掲げた製品の生

産方法については、本法の規定に

従って専利権を付与することが

できる。 

（四） 動物及び植物の品種 

（五） 原子核変換の方法及び

原子核変換の方法を用いて得られ

る物質 

（六）平面印刷物の図案、色彩

又は両者の組み合わせにより作成

され、主として表示を機能とする

設計 

前項第四号に掲げた製品の生産

方法については、本法の規定に従

って専利権を付与することができ

る。 

５ 改正 

第２９条 

出願人が発明又は実用新案を

外国において初めて専利出願し

た日から１２月以内、又は意匠を

外国において初めて専利出願し

第３０条 

出願人が発明又は実用新案を外

国において初めて専利出願した日

から１２月以内、又は意匠を外国

において初めて専利出願した日か

 



た日から６月以内に、中国で同一

の主題について再度専利出願す

る場合、当該外国が中国と締結し

た合意若しくは共に締結した国

際条約、又は優先権の相互承認の

原則に基づき、優先権を得ること

ができる。 

出願人が発明又は実用新案を

中国において初めて専利出願し

た日から１２月以内に、国務院専

利行政部門に同一の主題につい

て専利出願する場合、優先権を得

ることができる。 

ら６月以内に、中国で同一の主題

について再度専利出願する場合、

当該外国が中国と締結した合意若

しくは共に締結した国際条約、又

は優先権の相互承認の原則に基づ

き、優先権を得ることができる。 

 

出願人が発明又は実用新案を中

国において初めて専利出願した日

から１２月以内に、又は意匠を中

国において初めて専利出願した

日から６月以内に、国務院専利行

政部門に同一の主題について専利

出願する場合、優先権を得ること

ができる。 

６ 改正 

第３０条 

出願人が優先権を主張する場

第３１条 

出願人が優先権を主張する場

 



合、出願時に書面により声明を提

出し、かつ、３か月以内に最初に

提出した専利出願文書の副本を

提出しなければならない。書面に

より声明を提出していない場合

又は期限を過ぎても専利出願書

類の副本を提出していない場合

は、優先権を主張していないもの

とみなされる。 

合、出願時に書面により声明を提

出し、かつ、発明、実用新案を初

めて出願した日から１６月以内

に、又は意匠を出願した日から３

月以内に最初に提出した専利出

願文書の副本を提出しなければな

らない。書面により声明を提出し

ていない場合又は期限を過ぎても

専利出願書類の副本を提出してい

ない場合は、優先権を主張してい

ないものとみなされる。 

７ 改正 

第４２条 

発明専利権の期限は２０年と

し、実用新案専利権及び意匠専利

権の期限は１０年とする。いずれ

も出願日から起算する。 

第４３条 

発明専利権の期限は２０年と

し、実用新案専利権の期限は１０

年とし、意匠専利権の期限は１５

年とする。いずれも出願日から起

算する。 

 



革新薬品の上場審査評価許可

時間を補償するために、中国国内

と国外において同時に上場を申

請する革新薬品の発明専利に対

して、国務院により専利権の期限

の延長を決定することができ、延

長期限は５年を超えてはならず、

革新薬品が上場した後、専利権の

合計有効期限は１４年を超えて

はならない。 

８ 改正 

第６章の名称 

専利実施の強制許諾 

第６章の名称 

専利実施の特別許諾 

 

９ 
新規

追加 

（現行の対応条文がなく、元の第

４９条が後ろへ移行する。記：中

国人大網では、ここで新規追加さ

れる条文が「第４８条」であると

説明したが、我が協会は、「第４

第４９条 

国務院専利行政部門、及び地方

人民政府の専利管理業務部門は、

同級の関連部門と共に措置を講

じて、専利公共サービスを強化

 



９条」と記されるべきであること

思う） 

し、専利の実施と運用を促進しな

ければならない。 

１０ 
新規

追加 

（現行の対応条文がなく、元の第

５０条が後ろへ移行する。） 

第５０条 

専利権者が、書面により国務院

専利行政部門に、いずれの組織又

は個人に対してもその専利権を

実施できるよう許可すると声明

し、且つ許諾使用料の支払い方式

及び標準を明確にした場合、国務

院専利行政部門はそれを公告し、

開放許可を実施させる。実用新案

専利、意匠専利について開放許諾

声明を提出する場合は、専利権の

評価報告書を提供しなければな

らない。 

専利権者が開放許諾声明を撤

回しようとする場合、書面により

 



申し込むべきであり、且つ国務院

専利行政部門により公告しなけ

ればならない。開放許諾声明の撤

回が公告された場合は、以前に与

えられた開放許諾の有効性に影

響しない。 

１１ 
新規

追加 

（現行の対応条文がなく、元の第

５１条が後ろへ移行する。） 

第５１条 

いずれの組織又は個人に開放

許諾された専利を実施する願望

がある場合、書面により専利権者

に通知し、公告された許諾使用料

の支払い方式、及び標準に従って

許諾使用料を納付して、専利実施

の許諾を得ることができる。 

開放許諾期間で、専利権者は当

該専利について独占的又は排他

的許諾を与えてはならない。 

 



１２ 
新規

追加 

（現行の対応条文がなく、元の第

５２条が後ろへ移行する。） 

第５２条 

当事者の間で、開放許諾につい

て紛争があった場合、国務院専利

行政部門へ調停を請求すること

ができる。 

 

１３ 改正 

第６１条 

専利権侵害の紛争が新製品の

製造方法の発明専利に係る場合、

同様の製品を製造する組織又は

個人は、当該製品の製造方法が専

利の方法と異なる証明を提出し

なければならない。 

専利権利侵害の紛争が実用新

案又は意匠に係る場合、人民法院

又は専利管理業務部門は、専利権

侵害の紛争を審議し、処理するた

めの証拠とするために、専利権者

第６６条 

専利権侵害の紛争が新製品の製

造方法の発明専利に係る場合、同

様の製品を製造する組織又は個人

は、当該製品の製造方法が専利の

方法と異なる証明を提出しなけれ

ばならない。 

専利権利侵害の紛争が実用新案

又は意匠に係る場合、人民法院又

は専利管理業務部門は、専利権侵

害の紛争を審議し、処理するため

の証拠とするために、専利権者又

 



又は利害関係人に対し、国務院専

利行政部門が関連する実用新案

又は意匠について検索、分析及び

評価を行って作成した評価報告

を提出するよう求めることがで

きる。 

は利害関係人に対し、国務院専利

行政部門が関連する実用新案又は

意匠について検索、分析及び評価

を行って作成した評価報告を提出

するよう求めることができる。当

事者双方は、専利権の評価報告書

を自発的に提出することもでき

る。 

１４ 改正 

第６３条 

専利を偽称した場合、法に基づ

き民事責任を負うほか、専利管理

業務部門は是正を命じると共に

公告を行い、違法所得を没収し、

且つ違法所得の４倍以下の罰金

を併科することができる。違法所

得がない場合には、２０万元以下

の罰金を科することができる。犯

第６８条 

専利を偽称した場合、法に基づ

き民事責任を負うほか、専利法執

行部門は是正を命じると共に公

告を行い、違法所得を没収し、且

つ違法所得の５倍以下の罰金を

併科することができる。違法所得

がないか又は違法所得が５万元

以下の場合には、２５万元以下の

 



罪を構成する場合は、法に基づき

刑事責任を追及する。 

罰金を科することができる。犯罪

を構成する場合は、法に基づき刑

事責任を追及する。 

１５ 改正 

第６４条 

専利管理業務部門は、すでに取

得した証拠に基づき専利偽称の

疑いのある行為を取り調べ、処分

を行うにあたり、全ての関連当事

者を尋問し、違法被疑行為に関連

する状況を調査し、当事者が違法

被疑行為に関わった場所におい

て現場検査を行い、違法被疑行為

に係る契約書、領収書、帳簿及び

その他関連資料を閲覧し、複製す

ることができる。また、違法被疑

行為に係る製品を検査し、専利を

偽称した製品であることを証明

第６９条 

専利管理業務部門、専利法執行

部門は、すでに取得した証拠に基

づき専利権侵害、専利偽称の疑い

のある行為を取り調べ、処分を行

うにあたり、全ての関連当事者を

尋問し、違法被疑行為に関連する

状況を調査し、当事者が違法被疑

行為に関わった場所において現場

検査を行い、違法被疑行為に係る

契約書、領収書、帳簿及びその他

関連資料を閲覧し、複製すること

ができる。また、違法被疑行為に

係る製品を検査し、専利を偽称し

 



する証拠があった場合には、封鎖

又は差押えをすることができる。 

専利管理業務部門が法に基づ

き前項に規定した職務を行使す

る場合、当事者はこれに協力し、

連携しなければならず、これを拒

絶、妨害してはならない。 

た製品であることを証明する証拠

があった場合には、封鎖又は差押

えをすることができる。 

専利管理業務部門、専利法執行

部門が法に基づき前項に規定し

た職務を行使する場合、当事者は

これに協力し、連携しなければな

らず、これを拒絶、妨害してはな

らない。 

１６ 
新規

追加 

（現行の対応条文がなく、元の第

７０条が後ろへ移行する。） 

第７０条 

国務院専利行政部門は、専利権

者又は利害関係人による請求に

応じて全国で重大な影響がある

専利権侵害紛争を処理すること

ができる。 

地方人民政府の専利管理業務

部門は、専利権者又は利害関係人

 



による請求に応じて専利権侵害

紛争を処理し、本行政管轄区で同

一の専利権を侵害した案件に対

し併合処理を行うことができ、異

なる管轄区で同一の専利権を侵

害した案件について、上級の人民

政府の専利管理業務部門に処理

を請求することができる。 

１７ 
新規

追加 

（現行の対応条文がなく、元の第

７１条が後ろへ移行する。） 

第７１条 

専利権者又は利害関係人は、人民

法院による発効した判決書、裁定

書、調停書、又は専利管理業務部

門による専利権侵害の停止を命

じる決定に従って、ネットワーク

サービス提供者に、専利権侵害製

品のリンクを削除、シールド、切

断するような必要な措置を講じ

るよう通知することができる。ネ

ットワークサービス提供者が通

知を受けた後必要な措置を適時

に講じない場合、損害の拡大部分

に対し専利権を侵害したネット

 



ワークユーザと連帯責任を負う

こととなる。 

専利法執行部門は、偽称専利に

対して是正を命じる決定を出し

た後、ネットワークサービス提供

者に偽称専利製品のリンクを削

除、シールド、切断するような必

要な措置を講じるよう通知する

ことができる。ネットワークサー

ビス提供者は通知を受けた後必

要な措置を適時に講じるべきで

ある。 

１８ 改正 

第６５条 

専利権侵害の賠償額は、権利者

が専利権侵害によって被った実

際の損失に応じて決定する。実際

の損失の決定が困難な場合には、

権利侵害者が権利侵害によって

第７２条 

専利権侵害の賠償額は、権利者

が専利権侵害によって被った実際

の損失に応じて決定する。実際の

損失の決定が困難な場合には、権

利侵害者が権利侵害によって取得

 



取得した利益に基づいて決定す

る。権利者の損失又は権利侵害者

が取得した利益の決定が困難な

場合は、当該専利権の許諾使用料

の倍額を参照して合理的に決定

する。賠償額には、権利者が権利

者侵害行為を制止するために支

払った合理的な支出も含むもの

とする。 

 

権利者の損失、権利侵害者が取

得した利益及び専利使用許諾料

をいずれも確定しがたい場合、人

民法院は、専利権の種類、権利侵

害行為の性質及び経緯などの要

素に基づき、１万元以上１００万

元以下の賠償を与える決定を下

した利益に基づいて決定する。権

利者の損失又は権利侵害者が取得

した利益の決定が困難な場合は、

当該専利権の許諾使用料の倍額を

参照して合理的に決定する。専利

権を意図的に侵害し、情状が深刻

な場合、上記方法に基づいて決定

された賠償額の１倍以上５倍以

下で賠償額を決定することがで

きる。 

権利者の損失、権利侵害者が取

得した利益及び専利許諾使用料を

いずれも確定しがたい場合、人民

法院は、専利権の種類、権利侵害

行為の性質及び経緯などの要素に

基づき、１０万元以上５００万元

以下の賠償を与える決定を下す



すことができる。 ことができる。 

賠償額には、権利者が権利侵害

行為を制止するために支払った合

理的な支出も含むものとする。 

権利者が既に最善を尽くして

証拠を提供したが、権利侵害行為

に係る帳簿、資料が主に権利侵害

者により把握されている場合、人

民法院は、賠償額を決定するため

に、権利侵害者に権利侵害行為に

係る帳簿、資料を提供することを

命じることができる。権利侵害者

が提供しないか又は偽造の帳簿、

資料を提供した場合、人民法院

は、権利者の主張及び提供された

証拠を参照して賠償額を判定す

ることができる。 



１９ 改正 

第６６条 

専利権者又は利害関係人は、第

三者が専利権侵害行為を行って

いる又は行おうとしていること

を証明する証拠を有し、直ちに制

止しなければ、その合法的な権益

が補填不可能な損失を被る恐れ

がある場合、訴訟を提起する前に

人民法院に関連行為の停止及び

財産の保全措置を命令するよう

申請することができる。 

申請者は申請時に担保を提供

しなければならず、担保を提供し

ない場合は申請を却下する。 

人民法院は申請を受けた時か

ら４８時間以内に裁定を行わな

ければならない。特殊な状況で延

第７３条 

専利権者又は利害関係人は、第

三者が専利権侵害行為を行ってい

る又は行おうとしていることを証

明する証拠を有し、直ちに制止し

なければ、その合法的な権益が補

填不可能な損失を被る恐れがある

場合、訴訟を提起する前に法に基

づいて人民法院に関連行為の停

止及び財産の保全措置を命令する

よう申請することができる。 

 



長を要する場合は、４８時間延長

することができる。関連行為の停

止を命令する裁定を行った場合

は、即時にこれを執行しなければ

ならない。当事者が裁定に対して

不服がある場合は、一度再審を申

請することができる。再審期間中

は最低の執行を停止しない。 

申請者が、人民法院が関連行為

の停止を命令する措置を講じた

日から１５日以内に提訴しない

場合、人民法院は当該措置を解除

しなければならない。 

申請に誤りがあった場合、申請

者は、被申請者が関連行為の停止

によって被った損失を賠償しな

ければならない。 



２０ 改正 

第６７条 

専利権侵害行為を制止するた

めに、証拠が失われる可能性ある

又は以降に取得困難な状況にあ

る場合、専利権者又は利害関係人

は、提訴前に人民法院に対し証拠

の保全を申請することができる。 

人民法院が保全措置を講じる

場合、申請者に担保の提供を命じ

ることができる。申請者が担保を

提供しない場合は、申請を却下す

る。 

人民法院は申請を受理した時

から４８時間以内に裁定を下し、

保全措置を講じる裁定を下した

場合は、即時にこれを執行しなけ

ればならない。 

第７４条 

専利権侵害行為を制止するため

に、証拠が失われる可能性ある又

は以降に取得困難な状況にある場

合、専利権者又は利害関係人は、

提訴前に、法に基づいて人民法院

に対し証拠の保全を申請すること

ができる。 

 



申請者が、人民法院が証拠保全

措置を講じた日から１５日以内

に提訴しない場合、人民法院はそ

の執行を解除しなければならな

い。 

２１ 改正 

第６８条 

専利権侵害の訴訟の時効は２

年とし、専利権者又は利害関係人

が権利侵害行為を知った日又は

当然知り得たと考えられる日か

ら起算する。 

発明専利の出願公開後、専利権

付与までの間に当該発明を使用

しながら適切な専利使用料を支

払っていない場合、専利権者が専

利使用料の支払いを求める訴訟

の時効は２年とし、専利権者が第

第７５条 

専利権侵害の訴訟の時効は３

年とし、専利権者又は利害関係人

が権利侵害行為を知った日又は当

然知り得たと考えられる日から起

算する。 

発明専利の出願公開後、専利権

付与までの間に当該発明を使用し

ながら適切な専利使用料を支払っ

ていない場合、専利権者が専利使

用料の支払いを求める訴訟の時効

は３年とし、専利権者が第三者が

 



三者がその発明を使用している

ことを知った日又は当然知り得

ったと考えられる日から起算す

る。ただし、専利権者が専利権が

付与された日以前に知っていた

場合又は当然知り得たと考えら

れる場合は、専利権が付与された

日から起算する。 

その発明を使用していることを知

った日又は当然知り得ったと考え

られる日から起算する。但し、専

利権者が専利権が付与された日以

前に知っていた場合又は当然知り

得たと考えられる場合は、専利権

が付与された日から起算する。 

２２ 削除 

第７２条 

発明者又は設計者の非職務発

創造の専利出願権及び本法に定

めるその他の権益を侵害した場

合、その者が所属する組織又は上

級主管機関が行政処分を行う。 

（現行の第７２条を削除し、後

述した条文が前へ移行する。） 

 

 

 


